
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 音響機器のうち、デジタルミキサー及び3点吊りマイク装置について、当初
予定していた機器が電子部品市場の混乱のため、入手不能となり仕様を変
更する必要があり増工した。既存解体の上、現地調査を行った結果、配管・
ケーブルのルートを変更する必要があったため増工した。以上の理由から
増額変更とした。
また、建築工事等他の工事との取り合い調整のため工事日数を46日間延
長した。

胎内市産業文化会館特定天井等改修工事 音響設備工事

電気工事

音響設備等の改修・更新
ホール音響設備　1式　ホール運営用映像モニター設備機器　1式
映像設備工事　　1式　工事費・据付費　　1式

令和4年11月30日

116,125,900

胎内市　新和町　地内

令和4年2月18日 令和4年11月30日

変更なし

新潟県胎内市江上９６６番地

胎内電建・菅原電気 特定共同企業体


